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農地流動化と取引費用
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1. は　じ　め　に

　本稿は，貸借を通じた農地流動化が進展しない理由を，

農地取引に付随する取引費用の影響に着目することによ

り論じるものである．将来的な農外転用を見越して農地

価格が大幅に高騰したことにより，日本農業における農

地流動化は売買ではなく貸借によるものが中心となって

進行してきた（速水・神門〔9〕）．このため，1970 年に

行われた農地法の大改正や，1975 年の農用地利用増進

事業によって開始された利用権制度など，貸借を通じた

農地流動化の促進のための制度改革は政策的にも重要な

課題となってきた．しかし，貸借を通じた農地流動化の

進展は，農業をめぐる経済条件の変化に対応するために

は不十分な水準に留まっている．2008 年に行われた農

地制度改革でも，農地貸借の規制緩和等を通じて農地の

効率的な利用を促進するための法改正が行われている．

しかし，これまでに農地流動化が進まなかったのはなぜ

か，また今回の農地制度改革によって農地流動化にとっ

て必要な条件が整ったかなどについては必ずしも意見の

一致を見ない．

　農地貸借の経済的条件に関する古典的な研究としては

梶井〔12〕が挙げられる．梶井〔12〕は，1967 年の九

州における農林水産省『米及び麦類の生産費』の分析を

通じて，下層農家（30 a 未満層）と上層農家（3 ha 以

上層）の間の生産力格差について検討している．この中

では，上層・下層間で生産による剰余（生産物価額Ё第

1次生産費）の格差が発生しているだけでなく，上層の

剰余が下層の所得（剰余＋家族労働費）を上回っている

ことが発見され，農地貸借のための経済的な条件が整い

つつあることが指摘されている．また，盛田〔17〕は北

海道を除く 8つの農区における上層農家の剰余と下層農

家の所得を比較することにより，90 年代に至るまで前

者が後者を上回る構造が存続しており，農地貸借をめぐ

る経済条件が引き続き満たされているとしている．しか

し，梶井〔12〕の分析対象とする期間から約 40 年が経

過し，「大規模借地農の成立条件」が現在でもおおむね

成立しているにもかかわらず，現在に至るまで依然とし
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て農地流動化は進展していない（註 1）．これは，梶井

〔12〕が提示した農地貸借のための条件が成立している

一方で，農地利用の調整メカニズムを阻害する要因が存

在するためであると考えられる．生源寺・中嶋〔21〕は，

担い手に対する農地の集積を考える上で重要な論点とし

て，農地の貸借関係の形成を促すポテンシャルが存在し

ているかだけでなく，そのポテンシャルの実現に利用可

能な制度が用意されているかについても論じるべきであ

るとしている．また草苅〔15，16〕は，梶井〔12〕の仮

説が成立するのは要素市場が競争的であるという前提条

件が妥当であるときのみであるとし，現実の農地取引市

場ではこの条件が成立していないため，地代に形成され

た規模間の生産性格差は必ずしも農地流動化の促進要因

であるとは言えないことを指摘している．さらに草苅

〔15，16〕は，農地貸借に関する梶井〔12〕の仮説が成

立しないことの原因として，外部性に由来する取引費用

の存在を挙げている．本稿は草苅〔15，16〕の問題意識

に基づき，農地流動化を妨げる要因として農地の取引費

用の影響に着目する．そして，取引費用によって農地貸

借市場の柊衡がどのように変化するかを部分柊衡モデル

により分析すると同時に，農地流動化に関する計量分析

を通じて農地の取引費用に関する具体的要因について実

証する．

　本稿の構成は以下のとおりである．まず，第 2節では

農地流動化を阻害する要因として農地の取引費用の存在

を指摘し，農地の取引に取引費用が生じるのかはなぜで

あるかを，既存研究のサーベイを通じて論じる．次に，

第 3節では農家の意思決定に取引費用が組み入れられた

場合に，農地貸借市場の部分柊衡がどう変化するかを分

析する．そして，第 4節では農林水産省『世界農林業セ

ンサス』などの公式統計に基づく県レベルのパネルデー

タを用いた計量分析によって，農地や農業集落に関する

どのような特性が農地取引に影響しているかを明らかに

する．最後に，第 5節において論文の結論と今後の課題

について論じる．

2. 既存研究の整理

1）農地流動化と取引費用
　農地利用に関する市場メカニズムの発揮を阻害してい



る要因として本稿が論じるのは，農地取引に付随する取

引費用の影響である．Coase〔4〕が論じるとおり，仮

に取引の過程で費用が発生しないならば，主体間の自由

な取引によって効率的な資源配分が達成される．しかし，

現実の取引には，取引の交渉・測定・執行などにおいて

費用が発生する．このため，農地貸借について言えば，

土地所有権の零細分散的な分布は農地の利用にまで影響

を及ぼす．この場合には，市場メカニズムのみによって

効率的な資源配分を達成することはできないため，組織

や法制度による統治が必要となる．また，North〔19〕

は取引費用の源泉は情報を得ることに費用がかかること

にあるとした上で，取引費用が交換されるものの有用な

属性を測定する費用と権利を保護し契約を監視・執行す

る費用によって構成されると指摘する（North〔19：p.

27〕）．測定費用は，交換されるものの異質性が高いほど，

また取引を行う主体間の情報の非対称性が大きいほど高

まる．また，執行費用には，契約を行った相手の行動を

監視するための費用や契約の執行を保障するための制度

を利用するための費用に加えて，取引相手が契約にした

がうことへの不確実性に由来するリスク・プレミアムが

含まれる．

　このような観点から考えると，農地の取引費用がなぜ

高いのかを説明することができる．農地は圃場ごとに豊

度や傾斜などの特徴が異なり，また特定の場所に分散し

て存在することにより異質性が高く，圃場に関する情報

を収集するための費用が高い投入財である．また，農地

は圃場そのものの生産条件だけでなく，周囲の環境や共

同施設の管理状況なども重要な特性となる．さらに，農

地に関する取引に際しては，農地の特徴に関する情報だ

けでなく，貸し手・借り手間の属性に関する情報の不完

全性の度合いも重要である．例えば，取引相手の情報を

十分に得ないまま農地の取引を行うことは，借り手が農

地の管理を十分に行わなかったり，借り手が農地に対す

る投資を行った後に貸し手が農地の返却を求めることに

よって，有益費問題が発生したりすることにつながりか

ねない．このため，農地の取引に関する測定費用や執行

費用は高くなる．

　このような農地の取引費用の重要性について，直接あ

るいは間接的に言及した既存研究は少なくない．草苅

〔16〕は，農地が生産要素であるだけでなく資産として

の性質を持つことや，生産活動が周囲にも影響を与える

ことから，農地取引には外部性に由来する取引費用が発

生すると論じている．また，藤栄〔6〕は，農地の質や

貸し手・借り手の種類・質が一様でないことや，農地に

は立地条件のような農地を探している時点で認知できる

特性だけでなく，耕作してはじめてわかる特性が存在す

ることから，常日頃からの情報交換によるだけでは農地

に関する情報を完全に把握することができず，完全情報

の条件が満たされないことによる農地の探索費用や妥協

費用が発生することを指摘している．さらに，國光

〔13〕は，未整備の農地には，農地の質に関する情報の

非対称性や農地に対する心理的な執着心が存在するとし，

圃場整備事業がこれらの効果を緩和することによって農

地利用集積を促進するとしている．農地取引に関する海

外研究においても，例えば Skoufias〔22〕は，農地に関

する固定的な取引費用として「農地の質に関する情報を

入手するための費用，地主と小作の交渉にかかる費用」

などを，また取引される面積に比例して発生する可変的

な取引費用として「契約に関する監視費用，農地の所有

権や付随する権利を保持したいという地主の意向」など

を例示し，農地貸借が取引費用の影響を受けることを実

証している．

　農地に関する組織や法制度が十分に機能していれば，

このような取引費用を軽減させることにより，円滑な取

引を統治することができる．農地の取引に関係する制度

としては，農地の権利統制に一義的な責任を負っている

農業委員会や，農地の利用調整を行う農地保有合理化法

人などがある．また，農地制度の変更が取引に影響を与

えた例としては，1975 年に始まった農用地利用促進事

業に基づく利用権制度が，法的な契約に基づく農地貸借

を劇的に促進させたことなどが挙げられる．しかし，現

状の農地制度は円滑な農地の取引に十分な役割を果たし

ているとは言いがたい．中嶋〔18〕は，利用権設定制度

には契約を明文化することの取引費用に加えて，貸し手

にとって契約期間のフレキシビリティや農地に関連する

権利を喪失するというデメリットがあることを指摘した

上で，ヤミ小作による農地貸借では有益費問題によって

土地改良投資が十分に行われないという，別の取引費用

が発生することを見いだしている．また，制度の不完全

性，あるいは政策の歪みが取引費用の増大につながって

いることが疑われる例も存在する．制度の不完全性が取

引費用を高める要因となっていると考えられる例として

は，農地の転用規制が十分に機能していないことの影響

が挙げられる．神門〔7〕は，日本における商習慣が借

り手の権利偏重となっているため，農地の所有者は転用

機会が生じた際に転用収入の一部を離作補償として借り

手に支払うことを警戒して，農地の貸し出しに消極的に

なると主張している．また安藤〔1〕は，都市近郊にお

ける事例として愛知県安城市の実態を調査した結果，将

来的な農地の転用を見越した農地価格の高騰によって集

落外の非農家が農地を分割相続する事例が増加している

ことを指摘し，これにより不在地主問題と農地の分散錯

圃が深刻化し，農地の有効需要の喚起が妨げられている

と論じている．

　最後に，取引費用の水準に影響を与えるものとしては，

法と所有権によるフォーマルな制度だけでなく，行動規

範や慣習に基づくインフォーマルな制度も重要である

（North〔19〕）．農地の取引を統治する上では，行政や
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農業委員会などの公的な組織だけでなく，農業集落や実

行組合といった非公式の組織が重要な役割を果たしてい

ると言える．速水〔8〕は，途上国における共同体の役

割として(1)社会的セーフティネットの提供，(2)共有

資源の保護管理，(3)契約取引の履行強制を保証するこ

とによる市場取引の促進を挙げている．現代の日本農業

においても，農地の取引に際しては情報の非対称性や契

約の不完備性が解消されているとは言えないため，共有

資源の管理や契約履行に際して，集落を単位とする共同

体の役割は依然として重要であると考えられる．

2）取引費用と農地市場モデル
　以上のように，農地の取引費用に言及した国内の文献

が少なからず存在する一方で，取引費用が農家の行動を

どのように変化させ，また農地市場の柊衡にどのように

影響するかは十分に解明されていない．その中で草苅

〔15〕は，農地貸借市場が一戸ずつの農地の供給者と需

要者によって構成され，農地の貸し付けにあたっては小

規模農家に対して取引費用が発生するというエージェン

シー・モデルを提示し，農地市場に取引費用に由来する

歪みがある場合には規模間の地代格差が形成されるとい

う指摘を行っている．この発見に基づき草苅〔16〕は，

梶井〔12〕が主張するように稲作の生産力格差によって

農地が流動化するのではなく，農地が流動化しないので

規模間格差が観察されるのであるという逆の因果関係の

存在を指摘している．これは，それまでの多くの既存研

究が梶井〔12〕の仮説に基づく実証分析を行っていたの

に対して，そもそも検証するべき因果関係が逆転してい

ることを指摘した重要な発見であると言える．また藤栄

〔6〕は，農地探しに要する探索費用と取引後のミスマッ

チによって生じる妥協費用を取り込むために独自の円環

市場モデルを構築し，農地の探索費用が農地利用や地代

に及ぼす影響について考察している．取引費用が農地市

場に与える影響についての海外の研究としては，Skou-

fias〔22〕や Ciaian and Swinnen〔3〕，Deininger and

Jin〔5〕などがある．Skoufias〔22〕は，固定的な取引

費用によって農地貸借から退出する農家が現れること，

また可変的な取引費用によって個々の農家が取引する農

地の面積が減少することを論じている．またCiaian

and Swinnen〔3〕は，取引費用が存在する場合に農地

市場の柊衡がどう変化するかを示すことにより，取引費

用が農地の貸し手・借り手の経済余剰に与える影響を考

察している．Deininger and Jin〔5〕は，家計の意思決

定に農地の取引費用を組み込んだ場合における農地貸借

行動についてのモデルを提示し，農家の経営能力や直面

する取引費用の水準が農地貸借への参加と取引される農

地面積に与える影響を論じている．

　以上のような既存研究の整理に基づき，本稿は農地流

動化と取引費用の関係，特に農地の取引費用によって稲

作の生産力格差が生じるとする草苅〔15，16〕が見いだ

した関係について，農地貸借市場の部分柊衡モデルに

よってさらに一般化して考察する．本稿における農地市

場モデルは，Deininger and Jin〔5〕が提示した個別農

家の最適化行動モデルに基づき，取引費用が集計レベル

の農地貸借市場の柊衡に対して与える影響を考察するも

のである．分析の結果として得られる命題はDeininger

and Jin〔5〕の枠組みから直接的に推測されるものであ

るものの，農地の取引費用が農地の貸し手と借り手の双

方に対して発生することや，取引費用によって農家の退

出が起きることなどを考慮することにより，草苅〔15，

16〕などの既存研究で指摘されていた農地流動化に対す

る取引費用の影響をより明確な形で論じることが可能に

なる．また，茅野〔2〕や伊藤〔11〕などによって論じ

られている市場賃金や生産物価格が農地流動化に与える

影響についても，同一の農地市場モデルによって考察す

る．

3. 取引費用存在下の農地貸借市場モデル

1）取引費用が存在しない場合
　本節では，農地貸借に取引費用が存在する場合の農地

市場モデルについて，Deininger and Jin〔5〕の理論モ

デルを市場集計レベルに拡張することによって考察する

（註 2）．ただし，ここでは単純化のために貸借に比例し

て発生する取引費用のみを考慮する．また，生産性の高

い農家（大農）と生産性の低い農家（小農）が複数存在

する農地市場を考え，取引費用がない場合には大農は農

地の借り手に，小農は農地の貸し手になることを想定す

る．また，農地貸借市場の柊衡条件を導くために，以下

の 3つの仮定を置く．第 1に，地域の農地貸借市場に対

して地域外の農家が参入や退出を行うことはないことを

仮定する．農地貸借は一般的に集落の近辺で行われるこ

とを考えれば，これはそれほど強い仮定ではないと考え

られる．第 2に，取引費用の影響によって市場柊衡が変

化したとしても，大農が農地の貸し手になったり小農が

農地の借り手になったりすることはないと仮定する．第

3に，農地の貸し手・借り手に対する取引費用の水準は

市場内で同じであることを仮定する．現実の農地の取引

費用は圃場ごとに，また取引を行う当事者ごとに異なる

と考えられるが，ここではモデルの単純化のために，ま

た次節の計量分析において集落内で共通の取引費用に関

係する要因が農地貸借市場に与える影響について焦点を

当てるために，便宜的にこのような仮定を置く．

　Deininger and Jin〔5〕の定式化に基づき，農家は以

下の(1)式のような最適化行動によって農地投入量を決

定するものとする．

　maxla,A p╈f(la,A)＋w(
┄
L－la)－I in(A－

┄
A)(r＋t in)

　　
＋I out(

┄
A－A)(r－t out) (1)

　ただし，
┄
L，
┄
Aは農家の労働と農地の賦存量を，la は
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労働の農業労働への投入量を，Aは農地の投入量を表す．
lo＝
┄
L－laは農外労働への投入量を表す．pは生産物の価

格を，wは農外労働の市場賃金を，rは農地の地代を表
す．t in は農地を借り入れる際に追加的に支払うことに
なる取引費用を，t out は農地を貸し出す際に受け取る地
代の減少分となる取引費用を表す．I in，I out は，それぞ
れ農地を借りている，貸している時に 1を取るものとす

る．╈f(la,A)は生産関数を表し，╈は農家の生産技術を
表す．生産関数は fla＞0，fA＞0,fla,la＜0，fA,A＜0，fla,A
＞0，fla,la fA,A－f 2la,A＞0 を満たすものとする．
　この場合の最適化の一階の条件は以下の(2)～(5)式

のようになる．ただし，A┢は一階の条件から導かれる
最適な農地投入量を表す．

p╈fla(la,A)＝w (2)

　農地を借り入れる(A┢＞
┄
A)場合

p╈fA(la,A)＝r＋t in (3)

　農地を貸し出す(A┢＜
┄
A)場合

p╈fA(la,A)＝r－t out (4)

　農地取引に参加しない(A┢＝
┄
A)場合

r－t out＜p╈fA(la,A)＜r＋t in (5)

　Deininger and Jin〔5〕が示すように，取引費用の存

在下において農家 iが農地の取引に参加する条件は以下
の(6)～(8)式のように求められる．

　農地を借り入れる場合

╈i♢
r＋t in

pfA(li┢a ,
┄
Ai)
(＝╈iu) (6)

　農地を貸し出す場合

╈i㎠
r－t out

pfA(l i┢a ,
┄
Ai)
(＝╈il) (7)

　農地取引に参加しない場合

╈il＜╈i＜╈
i
u (8)

　ただし，╈iu は農地の借入を行う農家の下限となる生

産技術の水準を，╈il は農地の貸出を行う農家の上限と

なる生産技術の水準を表し，l i┢a は(2)式に A＝
┄
A i を代

入することによって決まる最適な農業労働投入量を表す．

　取引費用が存在しない場合(t in＝t out＝0)には，農家
は農地の限界生産力が地代と等しくなるまで農地を投入

するため，保有している農地の限界生産力がたまたま市

場地代と一致するのでない限り必ず農地貸借に参加する．

これに対して取引費用の存在下では，(8)式に該当する

農家は農地の取引から退出し，自己所有する農地だけを

耕作する．(6)～(8)式からは，農地の借り手・貸し手

に対する取引費用 t in，t out が大きいほど農地貸借市場か
らの退出が増加することがわかる．また，農地取引に参

加したとしても，(3)(4)式で示されるように，農地の

借り手は取引費用の分だけ高い地代に，また貸し手は取

引費用の分だけ低い地代に直面することになるため，取

引される農地面積が減少する．

　ここで，取引費用の存在下における農地の市場供給関

数 S，市場需要関数 Dを以下のように定義する．ただ
し，O, Iはそれぞれ農地を貸し出している農家，農
地を借り入れている農家の集合を表す．すなわち，

O＝{╈i|╈i㎠╈il }，I＝{╈j|╈j♢╈ ju}である．

S(r－t out,t out)＝
　

∑
iーO

si(r)＝
　

∑
iーO

┄
Ai－

　

∑
iーO

Ai (9)

D(r＋t in,t in)＝
　

∑
jーI

dj(r)＝
　

∑
jーI

Aj－
　

∑
jーI

┄
Aj (10)

　農地の市場供給関数 S，市場需要関数 Dがそれぞれ
r－t out, r＋t in の関数であるのは，農地の貸し手・借り
手が取引費用を含む市場地代に直面することに対応して

いる．農地の需要 Ai，Aj は市場地代の減少関数である
ため，

ゅS
ゅr
＞0，

ゅD
ゅr
＜0 が成立する．また，農地の市場供

給関数 S，市場需要関数 Dがそれぞれ t out，t in の関数
であるのは，取引費用の大きさによって農地貸借市場へ

参入・退出する農家の数が変化することに対応している．

(6)～(8)式で示されているように，農地の取引費用が

高いほど農地貸借市場から退出する農家が増えるため，
ゅS
ゅt out＜0，

ゅD
ゅt in＜0 が成立する．

　農地貸借市場の柊衡条件は，農地の需要と供給が一致

すること，つまり以下の(11)式が成立することである．

S(r－t out,t out)＝D(r＋t in,t in) (11)

　ここで，取引費用が存在する場合の市場柊衡地代を rt

と，取引される農地面積を Qtとする．また，取引費用
が存在しない場合の市場柊衡地代を r┢と，取引される
農地面積を Q┢とする．Qtと Q┢，rtと r┢を比較するこ
とにより，取引費用が農地貸借市場に与える影響を分析

することができる．

　取引費用の存在下における農地貸借市場の柊衡条件を

グラフに表すと，第 1図のようになる．まず，取引費用

の影響によって，取引費用がない状態では農地を取引し

ていた農家のうち(8)式に該当する農家については農地

市場から退出する．これにより，需要・供給曲線が取引

費用のない状態の需要曲線 D(r,0)から D(r,t in)へと，
取引費用のない状態の供給曲線 S(r,0)から S(r,t out)へ
とシフトする．また，取引に参加する農家も取引費用の

影響を受けるため，農地の需要曲線が D(r,t in)から
D(r＋t in,t in)へと，農地の供給曲線が S(r,t out)から
S(r－t out,t out)へとシフトする．この 2つのシフトは，
取引費用の影響によって同時に発生する．これにより，

柊衡点は E0 から Eへと変化し，取引される農地面積は
取引費用がない場合の Q┢から Qtにまで減少し，市場
柊衡地代も r┢から rtへと変化する．
　取引費用による取引される農地面積と市場柊衡地代の

変化を，需要・供給関数の一次近似によって求めると以

下の(12)(13)式のようになる．なお，取引費用が存在

しない場合の S(r,0)を S(r)と，D(r,0)を D(r)と簡略
化して表示し，S′(r)＝

ゅS(r)
ゅr ，D′(r)＝

ゅD(r)
ゅr とする．

(12)(13)式の導出は付録において行う．
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第 1図　取引費用の存在下の農地貸借市場の部分柊衡

　Qt＝Q┢＋( S′(r┢)D′(r┢)
S′(r┢)－D′(r┢))t in＋

│
┃
┄

S′(r┢)(ゅD(r┢)ゅt in )
S′(r┢)－D′(r┢)

┅
┆
┇

t in

＋( S′(r┢)D′(r┢)
S′(r┢)－D′(r┢))t out－

│
┃
┄

D′(r┢)(ゅS(r┢)ゅt out )
S′(r┢)－D′(r┢)

┅
┆
┇

t out (12)

　rt＝r┢＋( D′(r┢)
S′(r┢)－D′(r┢))t in＋

│
┃
┄

ゅD(r┢)
ゅt in

S′(r┢)－D′(r┢)

┅
┆
┇

t in

　 ＋( S′(r┢)
S′(r┢)－D′(r┢))t out－

│
┃
┄

ゅS(r┢)
ゅt out

S′(r┢)－D′(r┢)

┅
┆
┇

t out (13)

　(12)(13)式の右辺のうち，第 2・3項は農地の借り手

に対する取引費用 t in が，第 4・5項は農地の貸し手に
対する取引費用 t out が取引される農地面積と市場柊衡地
代に与える効果を表す．また，第 2・4項は取引費用に

よって農家が農地市場から退出することが，第 3・5項

は農家が直面する地代に取引費用が含まれることが取引

される農地面積と市場柊衡地代に与える効果を表す．

S′(r┢)＞0，D′(r┢)＜0，
ゅS(r┢)
ゅt out ＜0，

ゅD(r┢)
ゅt in ＜0 であるこ

とから，(12)式の右辺の第 2～5項は負であり，農地の

取引費用が農地貸借を阻害することが確かめられる．ま

た，(13)式の右辺の第 2・3項は負であり，第 4・5項

は正であることから，農地の貸し手に対する取引費用が

市場柊衡地代を上昇させ，農地の借り手に対する取引費

用が市場柊衡地代を下落させることが確かめられる．

　この結果は以下のような命題にまとめることができる．

　命題 1：取引費用の影響によって，農地の借り手は市
場柊衡地代よりも高い地代に，農地の貸し手は市場柊衡

地代よりも低い地代に直面する．農地の取引費用は，一

部の農家が農地貸借から退出し，また農地貸借を行う農

家の取引面積が減少することを通じて，農地の流動化を

阻害する．

　命題 2：取引費用の影響によって市場柊衡地代が変化
する．市場柊衡地代は，貸し手にとっての取引費用が大

きいほど上昇し，借り手にとっての取引費用が大きいほ

ど下落する．

　このように，取引費用の存在下では農家は観察される

市場地代 rtではなく(3)～(5)式で示される取引費用を
含む地代に対して行動する．これにより，農地の借り手

は市場地代に比べて実質的に高い地代に，また農地の貸

し手は市場地代に比べて実質的に低い地代に直面するこ

とになるため，農地の取引が阻害されることになる．草

苅〔15，16〕は，取引費用の存在下では「地代に形成さ

れた規模間格差は，それが直ちに農地流動化の促進要因

であるとはいえない」こと，また「農地が流動化しない

ので規模間格差が観察される」ため「梶井仮説」は因果

関係が逆転していることを見いだしている．これに対し

て，本節における農地市場モデルは，取引費用が農地の

貸し手・借り手の双方に対して発生すること，および取

引費用の大きさによっては農家が農地取引から退出する

ことを踏まえて，草苅〔15，16〕の発見を一般化したも

のとして位置づけられる．

　なお，モデルの外生変数である農外労働の市場賃金

wや生産物価格 pの変化が農地の需要と供給に与える
影響は，取引費用の有無にかかわらず同じである．

Deininger and Jin〔5〕において示されているとおり，

要素投入に関する一階の条件から
ゅA
ゅw＜0が成立する．

よって，市場賃金 wの上昇は農地の需要を減少させ，
供給を増大させる．市場賃金 wの上昇により農地貸借
が進むかどうかは，市場賃金の変化によって農地の需

要・供給曲線がどれだけシフトするかに依存するため，

一意には決まらない（註 3）．例えば，賃金の上昇が農

地の潜在的な貸し手である兼業農家に対して大きな影響
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を与えるとすれば，賃金の上昇は農地流動化を促進する

効果を持つと考えられる．同様に，
ゅA
ゅp＞0が成立するこ

とから，生産物価格 pの下落は農地需要を減少させ，農
地供給を増大させる．また，

ゅA
ゅ╈
＞0であることから，農

地の貸し手の技術水準 ╈i の上昇は農地供給を減少させ，

また農地の借り手の技術水準 ╈ j の上昇は農地需要を増

大させる．これらのことを以下の命題 3として要約する．

　命題 3：市場賃金 wの上昇，生産物価格 pの下落は
農地の需要を減少させ，供給を増大させる．これにより

農地流動化が進むかどうかは，外生変数の変化による農

地の需要・供給曲線のシフトの度合いに依存するため，

一意には決まらない．また，農地の貸し手の技術水準

╈i が低く借り手の技術水準 ╈ j が高いほど，つまり農地

の貸し手と借り手の間で技術水準の格差が拡大するほど

農地流動化が進む．

　命題 3は取引費用の有無にかかわらず成立するため，

市場賃金や生産物価格などが農地流動化に与える影響に

ついての既存研究の含意は取引費用の影響下にあっても

有効であるという示唆を持つ．例えば，茅野〔2〕は農

業部門の構造変動を引き起こす要因として(1)米価/賃

金率，(2)転作率，(3)規模の経済性を表すユニットコ

スト比率の 3つを想定した要因分析を行っている．茅野

〔2〕の議論によれば，米価水準の引き下げは生産効率の

低い高コスト経営の退出を通じて規模拡大への構造変動

を引き起こす．ただし，茅野〔2〕による計量分析の結

果からは，米価の下落は相対規模（2.0 ha 以上層と以

下層の売渡数量シェアの比率）の拡大にはつながるが，

絶対規模（作付規模 2.0 ha 以上層の農家戸数）の拡大

にとって促進効果を持つとは言えないことがわかる．ま

た，伊藤〔11〕は米価の引き下げによって，土地用益市

場が機能している場合には小規模農家の離農を通じて構

造改善が進むものの，そうでない場合には耕作放棄が発

生するとしている．本稿で提示された農地貸借市場モデ

ルは，こうした既存研究の持つ含意の重要性を認めると

同時に，既存研究における計量分析では明示的に想定さ

れていない取引費用の影響を考慮に入れたものと位置づ

けられる．

4. 計量分析による検討

1）分析の対象と期間の設定
　本節では，前節における 3つの命題において論じられ

た取引費用の農地貸借に対する影響が現実の統計から観

察されるかを検証するとともに，取引費用の具体的な要

因についての実証分析を行う．

　農地流動化に対する取引費用の影響を考察する上では，

(3)～(5)式で示されるような個々の農家の行動につい

ての検証と，(12)(13)式で示されるような取引費用の

影響下にある市場の柊衡についての検証という 2つのア

プローチが考えられる．しかし，個々の農家の行動を本

稿の枠組みで分析するためには，農家の属性や経営状況

だけでなく，農家が潜在的に取引を行う可能性がある農

家や農地，また集落の活動などについての情報を得る必

要がある．さらに，計量的な分析を行うためには，デー

タの分散を確保するために多様な地域・属性の農家から

情報を集めなければならない．現時点では筆者はこのよ

うなデータを整備することができていない．一方で，集

計された県レベルのデータであれば，『世界農林業セン

サス』における『農家調査報告書』『農業集落調査報告

書』などに加えて農林水産省『耕地及び作付面積統計』

『農地の移動と転用』『土地利用基盤整備基本調査』など

の複数の政府統計を組み合わせることにより，多様かつ

信頼性の高いデータを全国的に得ることができる．この

ため，本節では県レベルの集計データに基づいて，前節

にて論じられた 3つの命題のうち農地の取引面積に関す

る命題 1と命題 3を検証することにする．命題 1では，

取引費用の影響として，取引費用によって一部の農家が

退出する効果と農地貸借を行う農家の取引面積が減少す

る効果があることが論じられている．しかし，集計デー

タに反映されるのは実際に取引された農地面積のみであ

るため，この 2つの効果を区別して論じることはせず，

取引費用が農地の取引面積に対して与える影響について

焦点を当てることにする．また，本稿の課題が農地流動

化に対する取引費用の影響を分析することにあることか

ら，本節では市場柊衡地代に関する命題 2の検証は行わ

ない．

　本稿が分析対象とするのは，47 都道府県から他の県

と地理的条件が大きく異なる北海道と沖縄，また都市化

の影響が強すぎると思われる東京・神奈川・大阪を除い

た 42 県のデータである．また，農地関連統計における

「畑」は樹園地や牧草地を含む様々な作目が栽培されて

いる土地であることを考慮して，分析対象は水田の貸借

に限定した．また，『世界農林業センサス』のうち『農

業集落調査報告書』が発刊されるのは 10 年に 1度であ

り，このうち 1975 年以前の『農業集落調査報告書』に

含まれる統計の多くはそれ以降のものとは異なるため，

本稿では 1980・1990・2000 年の 3年分のデータを利用

した（註 4）．この 3時点の調査において調査対象とな

る農業集落の数はほぼ一定である．

　(9)式を単純化して，t時点においてある集落 kの中
で実際に取引される農地面積を Qt,k，取引費用がない場
合の取引面積 Q┢t,k に影響する外生変数のベクトル Zt,k，

取引費用の大きさを表す変数のベクトル Tt,kの間に以

下の(14)式のような線形の関係があるとする．

Qt,k＝Э・Zt,k＋Ю・Tt,k (14)

　これを 1つの県内の各集落で足しあわせて各集落の農

地面積 Ak の合計で割れば，県レベルの統計で推計可能
な誘導式が導かれる．また，県単位で計測される変数は，

県内の農地ごとの属性に大きな違いがないと仮定すれば
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説明変数に加えることができる．さらに，各県内の集落

当たりの平柊値や該当する集落の数の比率も，集落ごと

の農地面積や該当する変数の水準に大きな違いがないと

仮定すれば，説明変数に加えることができる．ただし，

これらの仮定が十分満たされない場合に計測上の誤差が

発生する可能性については留意する必要がある（註 5）．

これに定数項 cと誤差項 ㎢t,K，さらに各県における農地
流動化に影響を与える個別効果 мk を表す項を加えて，

以下の(15)式について計量分析を行う．

qt,K＝c＋Э・zt,K＋Ю・tt,K＋мK＋㎢t,K (15)

　ただし，qt,K はあるK県における農地面積当たりの
取引面積であり，zt,K，tt,KはK県内における変数 Zt,k，

Tt,kの単位面積当たりの平柊値，あるいは県単位や集落

単位で計測される変数である．

　農地の取引費用に関連する説明変数 tt,Kとしては，生

源寺編〔20〕などの農業センサス分析におけるデータの

取り扱いを参考にした上で，(1)農地の特徴，(2)集落

内の農地市場の規模，(3)集落機能に関する変数を用い

る．これは，取引費用に関するCoase〔4〕や North

〔19〕の理論的な整理から，農地の特徴に関する有用な

属性の測定費用や，農地に関する契約の執行費用などが

農地の取引費用として農地流動化を阻害していることが

示唆されるためである．また，農地の取引費用に関する

草苅〔15，16〕や藤栄〔6〕などの既存研究のサーベイ

からは，取引費用が農業生産の外部性に由来して発生す

ることや，農地取引に関する公式・非公式の組織や法制

度の活動が取引費用の水準に影響することが示唆されて

いる．これに加えて，茅野〔2〕などの既存研究を参考

にした上で，(4)農地取引に関係する生産条件を表す外

生変数 zt,Kを説明変数として導入した．農地の取引費

用や農地取引に関係する生産条件に関する個々の説明変

数とその根拠は以下のとおりである（註 6）．

　(1)　農地の特徴として，農振農用地の割合，基盤整

備率ならびに農地転用率を用いる．

　農地のうち農振農用地区域に指定されているものの比

率が高いほど，農地法に基づく取引に比べて制度上の取

引費用が小さい利用権設定による貸借が可能になり，ま

た農地転用規制が強いことによって農外転用も抑制され

るため，より活発に農地取引が行われるものと考えられ

る．また，「基盤整備率」が高いほど，農地の生産性が

高まるだけでなく，農地の質に関する不確実性が低減さ

れるために農地貸借が進むものと考えられる（國光

〔13〕）．さらに，「農地転用率」が高いほど，農地の潜在

的な貸し手である農地保有者が農地を手元に置こうとす

る傾向が強くなることなどによって取引費用が増大し，

農地流動化が抑制されるものと考えられる（神門〔7〕）．

　(2)　集落内の農地市場の規模として，集落内の田面

積と農家率を用いる．これらの変数は，各集落における

農地貸借市場の市場規模の代理変数として導入される．

藤栄〔6〕の議論からは，農地の質や貸し手・借り手の

種類・質に関する探索費用が低下するほど未利用農地率

が低下することが示されている．よって，集落内の田面

積が小さいほど，また農家率が低いほど集落内の農地市

場の規模が小さいことから情報の非対称性が生じにくく

なり，農地貸借がより促進されるものと考えられる．た

だし，集落内の農地市場の規模が小さくなると農地の取

引後のミスマッチによって生じる妥協費用が増加するこ

とや，集落内に非農家が多くなるほど農業集落としての

機能を維持することが難しくなることを考えると，これ

らの変数が農地流動化に与える影響については先験的に

判断することはできない．

　(3)　集落機能として，DID（人口集中地区）までの

所要時間，寄り合いの回数ならびに実行組合の有無を用

いる．これらの変数は，North〔19〕によって指摘され

た，集落機能に代表されるインフォーマルな制度が農地

の取引費用に与える影響を実証するために導入される．

草苅〔16〕が指摘するとおり，伝統的な組織が農地流動

化に影響を与えている場合には，伝統や慣習といった暗

黙のローカルルールが農地の利用調整に貢献しているこ

とになり，農地の取引費用の存在が示唆されることにな

る．DIDまでの所要時間は，人口集中地区や生活関連

施設へのアクセスが確保されているかを表す．DIDま

での所要時間が短いほど，集落機能を維持するための生

活環境が整っているため，取引費用を低減するための集

落機能の役割がより活発になると考えられる．なお，

DIDまでの所要時間は，集落と労働市場との関係を表

している可能性もあるため，集落機能の水準に関する代

理変数と一概には言えない可能性もある．また，寄り合

いの回数が多い集落ほど，集落内の情報交換が盛んに行

われ，農地に関する情報を入手するのにかかる取引費用

が低減されるものと考えられる．さらに，実行組合が存

在している集落では，農業生産に関係する調整が行われ

る中で，農地に関する情報交換や利用調整が行われるも

のと考えられる．

　(4)　生産条件として，生産調整比率，米価と農外賃

金率の比率，ユニットコスト比率を用いる．本稿の命題

3に関する議論で論じられたとおり，取引費用の存在下

であっても，稲作の生産条件に関係するこれらの外生変

数は農地流動化に影響を与えるものと考えられる．本稿

では稲作の生産条件について茅野〔2〕と共通の変数を

用いている．まず，生産調整の影響を考慮するために，

田の総耕地面積に対する生産調整の実施面積の割合であ

る「生産調整比率」を計算した．草苅〔14〕によって論

じられているとおり，分析期間で行われた規模に関する

一律的な生産調整は，農地の潜在的な借り手である大規

模農家に対して，より大きな稲作所得の喪失をもたらす

ことから，農地流動化を阻害すると考えられる．また，

命題 3の含意に加えて茅野〔2〕や伊藤〔11〕における
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第 1表　変数の平柊・標準偏差と説明

標準偏差
変数名 平柊 意味 予想される符号

全体 個体間 個体内

借入面積率 (出典：┪世界農林業センサス』) 0.101 0.051 0.030 0.042 被説明変数 Ё

借入面積率 (出典：┪農地の移動と転用』) 0.0078 0.0041 0.0028 0.0030 被説明変数 Ё

農振農用地の割合 0.791 0.088 0.076 0.045 農地の特徴 正

基盤整備済み農地の割合 0.359 0.198 0.162 0.116 農地の特徴 正

田面積に対する転用面積の割合 0.0052 0.0019 0.0017 0.0008 農地の特徴 負

log (集落内の田面積) 2.862 0.538 0.538 0.070 集落内の農地市場の規模 正/負

集落内の農家率 0.278 0.107 0.081 0.071 集落内の農地市場の規模 正/負

DIDまでの距離が 30 分以内の集落の割合 0.592 0.175 0.125 0.123 集落機能 正

年に 3回以上の寄り合いを行う集落の割合 0.813 0.092 0.071 0.060 集落機能 正

実行組合のある集落の割合 0.826 0.228 0.213 0.085 集落機能 正

log (米価/非農業平柊賃金) －2.896 0.279 0.079 0.267 生産条件 負

田面積に対する生産調整面積の割合 0.284 0.099 0.059 0.080 生産条件 負

ユニットコスト比率 1.440 0.202 0.098 0.177 生産条件 正

資料：農林水産省『世界農林業センサス』，『耕地及び作付面積統計』，『土地利用基盤整備基本調査』，『農地の移動と転用』，『ポ
ケット農林水産統計』，『米及び麦類の生産費』，厚生労働省『毎月勤労統計調査年報』．

註：個体間の標準偏差とは県ごとの各時期の平柊値の標準偏差を，個体内の標準偏差とは時期ごとの各県の平柊値の標準偏差を表
す．「集落内の農地市場の規模」については予想される符号を一意に決めることはできない．

議論を考えると，米価が低いほど，また非農業部門の賃

金率が高いほど小規模農家の退出を通じて農地流動化が

進行すると考えられることから，米価と農外賃金率の比

率を説明変数として用いる．さらに，命題 3からは大規

模農家と小規模農家の技術水準の格差が大きいほど農地

流動化が進行することが示唆されている．生産技術の規

模間格差，あるいは規模の経済性を計測することは困難

であるが，本稿では茅野〔2〕の議論に基づき，規模の

経済性の代理変数として大規模農家と小規模農家の 10 a

当たりの生産費の比率（ユニットコスト比率）を用いた．

　また，(15)式における個別効果 мK は，時間が経過し

ても変化しない地理的・心理的な要因に対する代理変数

である．例えば，農業集落の農業地域類型は分析期間で

ほとんど変化しないため，農業集落の地域ごとの多様性

が農地貸借に与える影響は個別効果の中に含まれる．ま

た，農家が農地に対して持つ愛着心などの心理的な要因

が分析期間内で変化しないとすれば，その影響も個別効

果の中に含まれる．後述する第 2図からもわかるとおり，

本稿が分析の対象とする地域には地域類型が大きく異な

る集落が含まれていることから，農地流動化の進度にも

明らかな地域性が観察される．このうちの，地域ごとに

固有な要因の影響を制御しないことは，関心のある変数

の推計値に除去変数バイアスをもたらす可能性がある．

この個別効果は，後述するようなパネル分析の手法を用

いることによって制御することができる．

2）データの説明
　以下，計量分析に用いる変数の定義とデータの出典を

説明する．各変数の平柊値と標準偏差，また以下の議論

から考えられる符号条件は第 1表において示した．

　被説明変数として第 1に導入したのは，田の総耕地面

積に占める農家と農家以外の事業体による借入面積の割

合（借入面積率）である．分子となる借入面積の合計は，

『世界農林業センサス』の『農家調査報告書』における

「総農家の借入耕地面積（田）」に，『農家以外の農業事

業体調査報告書』における「農家以外の農業事業体の借

入耕地面積（田）」を加えることにより得られる．また，

分母となる耕地面積は，『耕地及び作付面積統計』から

得られる．なお，『世界農林業センサス』における「借

入耕地」とは，農地法や農業経営基盤強化促進法に基づ

く公式の契約だけでなく，実態として借り入れとみなさ

れる耕地を全て含むものであり，請負耕作や委託耕作に

ついても，実際に借り入れとみなされる場合には借入耕

地に含まれる．また，『耕地及び作付面積統計』におけ

る耕地面積には耕作放棄地は含まれていない．

　第 2図は，農地流動化の進度を農区別に集計して図示

したものである．各農区ごとに比較すると，北陸や近畿，

九州などで農地流動化が進んでいる一方で，東北や関

東・東山，四国などでは農地流動化が進んでいないとい

う傾向が見て取れる．また，3つの時点を比較すると，

時間が経過するにつれて農地の貸借が進展しており，そ

の速度は 1980 年から 1990 年の間よりも 1990 年から

2000 年までの間の方が早いということがわかる．都府

県の平柊値で見ると，借入面積率は 1980 年で 5.3％，

1990 年で 9.0％であるのに対して，2000 年では 15.0％

となっている．このような借入面積率の上昇は，耕地面

積の減少ではなく借入面積の上昇によるものである．こ

の 3時点において，都府県における田の耕地面積は

1980 年で 280.0 万 ha，1990 年で 261.4 万 ha，2000 年
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第 2図　借入面積率の地域別・年別の動向

資料：農林水産省『世界農林業センサス』『耕地及び作付面積統計┫

で 241.5 万 ha となっており，1980 年に比べて 2000 年

の水準は－13.8％の減少となっている．これに対して，

同じ時点における都府県の田の借入面積は 1980 年の

14.7 万 ha から 1990 年には 23.4 万 ha，2000 年は 36.2

万 ha となっており，1980 年に比べて 2000 年の水準は

約 2.46 倍にまで上昇している．また，時間が経過する

につれて平柊値が上昇しているだけでなく，地域別の分

散も広がっている．県別データの標準偏差を比較すると，

1980 年で 0.19，1990 年で 0.30，2000 年で 0.45 となっ

ている．このような動向は，地域別に固有の効果が存在

している一方で，地域ごとに異なる変化を生み出す要因

が存在していることを示唆するものである．

　以上のような『世界農林業センサス』に基づく統計は，

全ての農家と農業事業体に対する悉皆調査であることと，

公式の契約に基づかない「ヤミ小作」の動向についても

把握できることから，農地流動化の進度の指標として重

要である．しかし，『世界農林業センサス』における借

入面積は調査時点までに取引が行われている面積であり，

各時点において取引された面積ではない．このような時

点のずれが存在することは，長期契約に基づく農地取引

を特定の年の農地取引に関する変数によって説明するこ

とにつながるため，以下で取り上げる変数の説明力を弱

めるだろう．そこで，本稿では『世界農林業センサス』

だけではなく，『農地の移動と転用』から得られる毎年

の農地の権利移動に関する統計に基づく分析を行った．

ただし，『農地の移動と転用』から得られるのは農地

法・農業経営基盤強化促進法に基づく公式の契約による

農地貸借のみであり，ヤミ小作については把握できない．

中嶋〔18〕が指摘するように，取引費用の存在ゆえにヤ

ミ小作が選択される可能性を考慮すると，『農地の移動

と転用』の統計のみによって農地流動化の進展を測るこ

とには一定の留保が必要である．また，石井・河相

〔10〕が指摘するとおり，『農地の移動と転用』における

権利移動には構造変動に意味のないものが多く含まれて

おり，また利用権の設定実績には利用権の再設定の分が

含まれている．このため，「農地法許可・貸借権設定＋

利用増進法（農業経営基盤強化促進法)・貸借権設定Ё

利用権（貸借権）の終了」によって，農地貸借の純増分

の実績を計算した（註 7）．利用権設定に関する統計が

『農地の移動と転用』から得られるのは 1981 年以降であ

るため，分析の対象とするのは 1981・1990・2000 年の

3時点とした．これに対応して，説明変数も 1981・

1990・2000 年の 3時点のものを用いたが，『世界農林業

センサス』に基づく説明変数のデータは 1980・1990・

2000 年のものを用いた．また，変数が割合ではない

「集落内の田面積」と「米価と農外賃金率の比率」につ

いては，推計される係数が％変化を表すものとするた

めに自然対数を取った．

(1）農地の特徴：農振農用地の割合，基盤整備率，
　　農地転用率
　これらの変数に関するデータは，『土地利用基盤整備

基本調査』や『農地の移動と転用』などの県別データか

ら得られる（註 8）．まず，「農振農用地の割合」には，

『土地利用基盤整備基本調査』から得られる田の総耕地

面積に占める農振農用地区域の割合を用いた．また，

「基盤整備率」には『土地利用基盤整備基本調査』から

得られる田の総耕地面積に占める「20 a 以上に区画整理

された耕地面積」の比率を用いた．なお，『土地利用基

盤整備基本調査』における耕地面積は『耕地及び作付面

積統計』に基づくものであり，他の項目とも整合的であ

る．そして，『農地の移動と転用』から得られる田の転

用面積の合計を，当該年の『耕地及び作付面積統計』に
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おける田の耕地面積で割ることによって「農地転用率」

を算出した．ただし，転用面積のうち，転用用途が「植

林」「その他分類不能不明」であるものは農外転用と言

うより耕作放棄とみなすべきであることから，本稿にお

ける転用面積からは除外した．

(2）集落内の農地市場の規模：集落内の田面積，農家率
　これらの変数のデータは，『世界農林業センサス』の

『農業集落調査報告書』から得ることができる．これら

2つは，集落当たりの値についての県別の平柊値として

計測される変数である．「集落内の農家率」としては，

農業集落内の総戸数（行政区が別になっている非農家だ

けの集団を除く）のうちの農家の割合についての県別の

平柊値を用いた．「集落内の田面積」は『農業集落調査

報告書』に記載されている農業集落当たりの田面積につ

いての県別の平柊値を利用した．

(3）集落機能：DID までの所要時間，寄り合いの回数，
実行組合の有無

　これらの変数のデータは，『世界農林業センサス』の

『農業集落調査報告書』から得られる集落単位のデータ

を利用して，各県の総農業集落のうち該当する集落の数

の比率を計算して得られる（註 9）．「DIDまでの所要時

間」としては，総農業集落のうち「DIDまでの距離が

30 分以内の集落」の割合を用いた．「寄り合いの回数」

は，総農業集落のうち「年に 3回以上の寄り合いを行う

集落」の割合を用いた．「実行組合の有無」は総農業集

落のうち「実行組合のある集落」の割合を用いた．

(4）生産条件：生産調整比率，米価と農外賃金率の比
率，ユニットコスト比率

　生産調整面積は農林水産省『ポケット農林水産統計』

から得られる『水田農業経営確立対策実績調査結果表』

（2000 年），『水田農業確立対策実績調査結果表』（1990

年），農林水産省農蚕園芸局資料（1980 年）の実績面積

を用いた．また，分母となる田の耕地面積は『耕地及び

作付面積統計』から得た．米価は『米及び麦類の生産

費』の県別データから得られる各県の 60 kg 当たりの粗

収益（副産物を含まない）を用いた．農外賃金率として

は，厚生労働省『毎月勤労統計調査地方調査年報』から

得られる「都道府県別常用労働者の平柊現金給与額（事

業所規模 30 人以上）」を用いた．また，ユニットコスト

比率を計算する上で基礎となる統計は『米及び麦類の生

産費』の「販売農家」についてのものである（註 10）．

ただし，『米及び麦類の生産費』の規模別データは農区

別でしか記載されていないため，同じ農区内では共通の

データを用いた．また，「0.3 ha 未満層」には実質的に

は自給的な農家が多く含まれていると考えられるため，

小農の階層としては「0.5～1.0 ha 層」のデータを利用

した．大農のデータとしては基本的に「3 ha 以上層」

を使用しているが，データが欠落している場合には

「2.0～3.0 ha 層」のもの，これも入手できない場合は

さらに下層のデータを利用した（註 11）．

3）計量分析の結果
　借入面積率を被説明変数とする(15)式の推計結果は

第 2表に示したとおりである．なお，定数項は記載を省

略した．パネル分析の主な方法としては，個別効果を考

慮しないプーリング推計に加えて，個別効果をダミー変

数とみなして推計する固定効果（fixed effect）推計，

個別効果が誤差項とは独立であることを仮定して一般最

小二乗法により推計する変量効果（random effect）推

計の 3つがある．本稿の推計では個別効果の有無や誤差

項の確率分布について理論的な仮定を置いていないため，

3つの方法による推計結果の間で検定を行うことによっ

て，最も有効な推計結果を選択する（註 12）．

　まず，『世界農林業センサス』に基づく借入面積率に

ついての推計結果である第 2表の(1)～(3)から検討す

る．(1)はプーリング推計，(2)は固定効果推計，(3)は

変量効果推計の結果を示す．「個別効果の分散が 0であ

る」ことを帰無仮説とするBreusch┳Pagan 検定では帰

無仮説は有意に棄却され（㏔2(1)＝32.64，p値＜0.001），
(1)のプーリング推計が一致推計であることが棄却され

る．また，個別効果と説明変数の間の無相関を検定する

Hausman 検定では帰無仮説が棄却できず（㏔2(11)＝

7.10，p値＝0.791），(2)の固定効果推計と比べて(3)
の変量効果推計の方が有効性の高い推計結果であること

が示唆される．以上の検定結果からは，(3)の変量効果

推計が最も有効性の高い推計方法であることが示されて

いるため，変量効果推計による推計結果についてのみ論

じる．

　(3)の推計結果を見ると，水田の生産条件に関する変

数だけでなく，農地の特徴，集落内の農地市場の規模，

集落機能などの変数が有意となっており，符号も予想さ

れるものと整合的である．第 1に，農地の特徴に関する

変数を見ると，「基盤整備済み農地の割合」が農地流動

化に有意な正の影響を持っていることが示されている．

推計結果からは，基盤整備率が 1％上昇すると，貸借さ

れる農地面積が 0.17％上昇することがわかる．また，

「田面積に対する転用面積の割合」も負で有意となって

いる．推計結果からは，転用面積率の 1％の上昇は，農

地貸借率を 3.9％低下させることがわかる．「農振農用

地の割合」は借入面積率に対する有意な影響を確認でき

なかった．第 2に，集落内の農地市場の規模を表す「集

落内の田面積」や「集落内の農家率」が負で有意になっ

ている．第 3に，集落機能に関する変数を見ると，「年

に 3回以上の寄り合いを行う集落の割合」が正で有意で

あることは，集落活動が農地流動化を促進する効果を持

つことを示している．最後に，生産条件についての変数

である「米価と非農業平柊賃金の比率」や「田面積に対

する生産調整面積の割合」が想定と同じ符号で有意と

なっている．
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第 2表　計量分析の結果

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
被説明変数に用いた統計書 農林水産省『世界農林業センサス┫ 農林水産省『農地の移動と転用┫
パネル分析の手法　　　　 プーリング推計 固定効果推計 変量効果推計 プーリング推計 固定効果推計 変量効果推計

農振農用地の割合
－0.00147 　0.0326 －0.00260 　0.00521 　0.0283┢┢┢ 　0.0110┢
(－0.0323) (0.528) (－0.0547) (0.946) (2.668) (1.776)

基盤整備済み農地の割合
　0.0666┢┢┢ 　0.166┢┢┢ 　0.0894┢┢┢ 　0.00150 －0.000966 －0.000455
(2.886) (4.009) (3.458) (0.536) (－0.138) (－0.142)

田面積に対する転用面積の割合
－2.974 －4.457┢ －3.880┢ －0.107 －0.306 －0.0832
(－1.351) (－1.821) (－1.900) (－0.403) (－0.746) (－0.295)

log (集落内の田面積)
－0.0341┢┢┢ 　0.0684 －0.0277┢┢ －0.00137 　0.0136 －0.00139
(－3.572) (1.032) (－2.452) (－1.163) (1.295) (－1.023)

集落内の農家率
－0.0863┢ －0.112 －0.114┢┢ 　0.00261 　0.0181 　0.00349
(－1.815) (－1.196) (－2.005) (0.448) (1.187) (0.506)

DID までの距離が 30 分以内の集落の割合
　0.0524┢ 　0.0251 　0.0307 　0.000267 　0.00574 　0.00113
(1.979) (0.813) (1.192) (0.0824) (1.119) (0.323)

年に 3回以上の寄り合いを行う集落の割合
　0.0932┢┢ 　0.0891┢ 　0.0785┢┢ 　0.0146┢┢┢ 　0.00937 　0.0148┢┢┢
(2.427) (1.934) (2.154) (3.109) (1.244) (2.996)

実行組合のある集落の割合
－0.0469┢┢┢ －0.00562 －0.0234 －0.000159 －0.00367 －0.000789
(－2.955) (－0.252) (－1.347) (－0.0813) (－0.985) (－0.353)

log (米価/非農業平柊賃金)
－0.0783┢┢┢ －0.0184 －0.0692┢┢┢ －0.00587┢┢ －0.00974┢ －0.00683┢┢
(－3.212) (－0.554) (－2.802) (－2.001) (－1.761) (－2.131)

田面積に対する生産調整面積の割合
－0.244┢┢┢ 　0.0527 －0.129┢ －0.0174┢┢ －0.0125 －0.0191┢┢
(－3.703) (0.471) (－1.873) (－2.083) (－0.677) (－2.035)

ユニットコスト比率
　0.0593┢┢┢ －0.00729 　0.0156 －0.00118 －0.00320 －0.00181
(2.956) (－0.443) (1.002) (－0.496) (－1.220) (－0.804)

R2 　0.672 　0.889 Ё 　0.252 　0.409 Ё

註：推計値の下の括弧は t値を表す．分析に用いたサンプルの数は 126．有意水準は，┢┢┢p＜0.01，┢┢p＜0.05，┢p＜0.1．

　また，『農地の移動と転用』から計算される借入面積

率を被説明変数とした計量分析の結果は第 2表の(4)～

(6)に示されている．(4)はプーリング推計，(5)は固定

効果推計，(6)は変量効果推計の結果を表す．Breusch-

Pagan 検定では個別効果の分散が 0であるという帰無

仮説は有意に棄却され（㏔2(1)＝7.74，p値＝0.005），
(4)のプーリング推計が一致推計であることが棄却され

る．また，個別効果と説明変数の間の無相関を検定する

Hausman 検定では帰無仮説が棄却できず（㏔2(11)＝

12.91，p値＝0.299），(5)の固定効果推計と比べて(6)
の変量効果推計の方が有効性の高い推計結果であること

が示唆される．以上の検定結果からは，(6)の変量効果

推計が最も有効性の高い推計方法であることが示されて

いるため，変量効果推計による推計結果についてのみ論

じる．

　(6)の推計結果を見ると，(3)の推計結果よりも有意

性が低いものの，変数の符号条件はおおむね満たされて

いることがわかる．第 1に，農地の特徴に関する変数を

見ると，「農振農用地の割合」が借入面積率と正の相関

を持つことがわかる．『農地の移動と転用』から得られ

る農地貸借面積は公式の契約に基づくものであるため，

これは農地のゾーニングが公式の貸借契約に基づく農地

流動化を促進する効果を持つことを反映したものと考え

られる．第 2に，集落内の農地市場の規模を表す変数に

ついては，いずれも有意な結果が得られなかった．第 3

に，集落機能に関する変数を見ると，「年に 3回以上の

寄り合いを行う集落の割合」が正で有意であるものの，

その他の集落機能に関する変数では有意な結果が見られ

なかった．最後に，生産条件についての変数は，「ユ

ニットコスト比率」については有意な結果が見られない

ものの，「米価と非農業平柊賃金の比率」が負で有意で

あり，また「田面積に対する生産調整面積の割合」が負

で有意である．また，(3)と(6)の推計結果を比較する

と，変数の符号はおおむね一致しているものの，有意に

なっている変数にいくつかの違いが見られる．例えば，

「農振農用地の割合」は(3)では有意ではないが，(6)で

は有意である．これは，農地のゾーニングは公式の貸借

契約を促進する効果を持つものの，ヤミ小作を含めた貸

借契約を促進するとは限らないことを表していると考え

られる．逆に，農地の特徴に関する「基盤整備済み農地

の割合」や，集落内の農地市場の規模を表す「集落内の

田面積」「集落内の農家率」は(3)では有意であるが(6)
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では有意でない．これは，公式の契約に基づく取引の場

合には機会主義的な行動を取ることが難しいため，農地

の特徴や貸し手・借り手の質に関する情報の非対称性が

ヤミ小作による農地貸借を阻害するものの，公式の契約

に基づく農地貸借を阻害するとは限らないことを反映し

たものと考えられる．

　以上の計量分析の結果を，説明変数を設定する際に

行った議論と関連づけると，以下のような解釈が可能で

ある．まず，第 2表の(3)の推計結果において「基盤整

備済み農地の割合」「田面積に対する転用面積の割合」

が，(6)の推計結果において「農振農用地の割合」が有

意であるように，農地の特徴に関する変数が農地貸借の

水準と有意な相関関係を持っていることが示されている．

この結果は，草苅〔15，16〕や藤栄〔6〕などのモデル

分析で示されていた農業生産の外部性に由来する取引費

用の影響を実証するものとして解釈することができる．

このため，基盤整備事業の実施・農地の適切なゾーニン

グ・農地転用規制の強化などの政策的介入は，農地の取

引費用を低減させることによって農地流動化を促進する

効果を持つと考えられる．また，(3)の推計結果におい

て「集落内の田面積」や「集落内の農家率」が負で有意

であることは，集落内の農地市場の規模が小さいほど情

報の非対称性が生じにくくなることから，取引費用が低

減することにより農地流動化が進むという効果を示唆す

るものと考えられる．さらに，(3)(6)の推計結果にお

いて「年に 3回以上の寄り合いを行う集落の割合」が有

意であることは，農業集落が持つインフォーマルな制度

が農地の取引費用を低減させる効果を示すものとして解

釈することができる．このため，農業集落の機能を活性

化させるような政策も農地流動化を促進する効果を持つ

と考えられる．以上の分析結果は，取引費用の影響に

よって農地の流動化が阻害されるという命題 1の含意と

も整合的である．最後に，第 2表の(3)(6)の推計結果

において「米価と農外賃金率の比率」と「田面積に対す

る生産調整面積」が有意であることは，命題 3において

論じられたように，取引費用の影響を考慮した場合でも，

米価や生産調整などの生産条件と農地流動化の関係につ

いての既存研究の含意が依然として有効であることを示

すものである．なお，変数の有意性だけでなく，分析に

よって得られた係数の大きさそのものが制度に依存する

ものであることにも注意する必要がある．例えば，農地

の相続税や譲渡所得税が引き上げられた場合，農地の資

産価値が低下することから，たとえ一定の農地転用が行

われていたとしても小規模農家が農地を保有し続ける傾

向が弱まり，農地転用が農地流動化を阻害する効果が小

さくなるかもしれない．

5. 結　　　　　論

　本稿は，農地流動化を阻害する要因として取引費用の

影響の可能性を論じた後に，Deininger and Jin〔5〕に

よる個別農家の意志決定モデルに基づいて農家が取引費

用に直面した場合の農地貸借市場の部分柊衡をモデル化

し，取引費用によって貸借量と市場柊衡地代がどのよう

に変化するかを考察した．モデル分析の結果からは，農

地の取引費用が農家の直面する地代を変化させるという

効果と，農家の一部を農地貸借から退出させるという効

果を及ぼすことによって，農地流動化を阻害することが

示された．さらに，『世界農林業センサス』と『農地の

移動と転用』から得られる 2種類の借入面積率を被説明

変数とした計量分析によって，農地の特徴に関する「農

振農用地の割合」「基盤整備済み農地の割合」「田面積に

対する転用面積の割合」や，集落機能に関する「年に 3

回以上の寄り合いを行う集落の割合」が農地貸借の水準

と有意な相関関係を持っていることが示された．これら

の推計結果は，農地貸借に影響を与える取引費用に関係

する具体的な要因を示すものであると考えられる．この

ように，生産に直接関わる条件以外にも様々な社会経済

的な要因が農地流動化に影響する状態では，農地利用に

関する規制を撤廃することは必ずしも農地利用の効率化

につながるとは限らない．むしろ，基盤整備事業への公

共投資を行うことや，農地転用規制の強化などの制度構

築を行うことなど，政府が取引費用を軽減するための制

度を整備することが農地流動化に有効であると考えられ

る．また，集落機能に取引費用を低減させるという外部

効果が存在するのであれば，集落活動に対する助成金が

構造政策の 1つとして機能しうる．このような市場取引

の統治機構を整備することを前提条件として，市場メカ

ニズムを通じた効率的な農地利用がはじめて可能になる

のである．

　本稿の分析で示された発見については，個票データや

集落レベルのデータなどの，より集計度の低いデータを

用いてさらに検証する必要がある．県レベルの集計デー

タを用いた本稿の分析では，個々の農家が直面する取引

費用の違い，例えば圃場の分散状況や貸し手・借り手の

関係などが農地貸借行動に与える影響について分析を行

うことができなかった．これに対して，個々の農家の取

引行動と農家や地域の特性の関係を分析することは，農

地をめぐる取引費用の要因をさらに解明することにつな

がるだろう．また，『世界農林業センサス』における経

営体調査と集落調査を組み合わせた『農業集落カード』

によって，集落内の農業構造と寄り合いや共同作業の状

況についての集落活動について詳細な個票データが得ら

れるため，集落機能が農業構造に与える影響をより詳細

に分析することが可能である．さらに，本稿の計量分析

には，分析に用いた説明変数が農業構造の中で内生的に

決まるため，説明変数が被説明変数によって影響を受け

るという逆の因果関係が生じることで内生性バイアスが

発生している可能性があるという問題点が残っている．

183農地流動化と取引費用



このような計量的なバイアスは，操作変数としての条件

を満たすデータを得た上で操作変数法を用いることに

よって回避することができる．このような分析は今後の

課題としたい．

付録：第 2節の命題 1,2 の数学的導出

　農地貸借市場の柊衡条件である(11)式をそれぞれ t in，
t out について微分して整理することにより，以下の(16)
(17)式が得られる．

ゅS(r－t out,t out)
ゅr

ゅr
ゅt in
＝
ゅD(r＋t in,t in)

ゅr
ゅr
ゅt in

　　＋
ゅD(r＋t in,t in)

ゅr
＋
ゅD(r＋t in,t in)

ゅt in

　⇔
ゅr
ゅt in
＝

D′(r＋t in,t in)＋
ゅD(r＋t in,t in)

ゅt in
S′(r－t out,t out)－D′(r＋t in,t in)

(16)

ゅS(r－t out,t out)
ゅr

ゅr
ゅt out
－
ゅS(r－t out,t out)

ゅr

　　＋
ゅS(r－t out,t out)

ゅt out
＝
ゅD(r＋t in,t in)

ゅr
ゅr
ゅt out

　⇔
ゅr
ゅt out
＝

S′(r－t out,t out)－
ゅS(r－t out,t out)

ゅt out
S′(r－t out,t out)－D′(r＋t in,t in)

(17)

　ただし，S′(r－t out,t out)＝
ゅS(r－t out,t out)

ゅr ，D′(r＋t in,
t in )＝

ゅD(r＋t in,t in)
ゅr である． S′( r－ t out, t out ) ＞ 0，

D′(r＋t in,t in)＜0，
ゅS
ゅt out＜0，

ゅD
ゅt in＜0 であることから，

(16)(17)式の右辺の分母は正であり，(16)式の右辺の

分子は負，(17)式の右辺の分子は正である．これは，

借り手に対する取引費用 t in は市場柊衡地代を下落させ，
貸し手に対する取引費用 t out は市場柊衡地代を上昇させ
ることを意味する．

　ここで，(11)式を解くことで求められる市場柊衡地

代 rtと貸借面積 S(r－t out,t out)あるいは D(r＋t in,t in)
について t in＝0，t out＝0 の周囲でテイラー展開による一
次近似を行うことで以下の(18)(19)式が得られる．た

だし，(18)(19)式の展開過程では，市場柊衡地代 rtが
t in，t outの関数であり，t in＝t out＝0 の場合には定義より
rt＝r┢，S(r－t out,t out)＝D(r＋t in,t in)＝Q┢であることを
利用する．

rt♂r┢＋( ゅrゅt in)t in＋( ゅrゅt out)t out (18)

S(r－t out,t out)♂Q┢＋S′(r┢)( ゅrゅt in)t in＋S′(r┢)( ゅrゅt out)t out

－S′(r┢)t out＋
ゅS(r┢)
ゅt out

t out (19)

　最後に，(18)(19)式における( ゅrゅt in )と( ゅrゅt out )に(16)
(17)式の右辺を代入して整理することによって本文中

の(12)(13)式が得られる．

(註 1) ただし，梶井〔12〕による 1968 年の農林水産省『農家
経済調査』による分析では上層農家の剰余が下層農家の所得
を上回るという関係は確認されていないことが述べられてい
る．盛田〔17〕でも，『米及び麦類の生産費』に関するデータ
の制約もあり四国ではこの関係が確認されていないとしてい
る．また，『米及び麦類の生産費』における家族労働費の帰属
計算が農家にとっての労働の機会費用と一致しているかも議
論の余地がある．こうしたことから，「大規模借地農の成立条
件」が全国的に成立していたかについては一定の留保を置く
必要がある．
(註 2) 本稿の分析では農地の売買を通じた流動化を考慮して
いない．これは，売買による所有権移転について，耕作を目
的としたものか資産保有を目的としたものかを識別すること
が難しいためである．農地流動化は売買よりも貸借を通じた
ものが一般的であるものの（速水・神門〔9〕），売買を通じた
流動化も一定の割合で行われている．農地の貸借と売買の選
択を含めた農家の意志決定についてのモデルを構築すること
は今後の課題としたい．
(註 3) 市場賃金 wの変化が農地貸借市場の柊衡に与える影響
の数学的導出についてはDeininger and Jin〔5〕の付録を参
照のこと．なお，Deininger and Jin〔5〕では農外賃金の上昇

が農地の借り手には影響を与えない(ゅDゅw＝0)ことを仮定した
上で，市場賃金の上昇が農地供給の増大を通じて市場柊衡地
代の下落と取引面積の増大につながることを論じている．し
かし，現代の日本農業では農地の潜在的な借り手も兼業農家
である可能性があるため，市場賃金の変化が与える効果は一
意には決まらない．生産物価格 pや生産技術 ╈の変化が市場
柊衡に与える影響についても同様に分析することができる．
(註 4) ほぼ同様のデータは 2005 年の『農林業センサス』にお
ける『農山村地域調査報告書』からも得られるが，全域が市
街化区域内にある集落が除外されるなど調査対象となってい
る農業集落の範囲が異なっているため，本稿の分析には含め
なかった．
(註 5) 計量分析において県単位で計測される統計を説明変数
として用いることは，県内の農地ごとの属性の散らばりが大
きい場合には計測上の誤差を発生させる可能性がある．また，
集落当たりの値の単純平柊や該当する集落の数の比率を説明
変数として用いることも，集落ごとの農地面積が集落間で大
きく異なる場合には計測上の誤差を発生させる可能性がある．
農地の特徴や集落活動に関する多くの有用な属性の公式統計
は集落単位や県単位でしか入手できないため，本稿では県別
のパネルデータに基づく計量分析を行うが，分析結果には集
計データを用いたことによる計測上の誤差の影響が含まれる
ことには留意する必要がある．
(註 6) 以下の説明変数は農業構造の中で内生的に決まる変数
であるため，農地流動化との間に逆の因果関係が生じている
可能性がある．例えば，農地流動化が進展している地域では，
集落機能が活発になったり基盤整備事業が優先して進められ
たりする可能性がある．こうした内生性の存在を検定するた
めには説明変数と相関して推計式の誤差項とは相関がないと
いう条件を満たす操作変数が必要である．しかし，本稿の計
量分析は県レベルの統計を用いるものであるため，操作変数
の条件を満たす外生変数を見つけるのは容易ではない．よっ
て，本稿の計量分析には説明変数の内生性によるバイアスが
発生している可能性があることを留意する必要がある．
(註 7) ┪農地の移動と転用』における「利用権の終了」には田
畑を合計した面積しか記載されていない．このため，「利用権
の終了」の田畑の間の比率が，同じ年における「利用増進
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法・貸借権設定」の田畑の間の比率と同じであることを仮定
して，田のみの「利用権の終了」の面積を推定した．
(註 8) ┪土地利用基盤整備基本調査』の調査時点は 1975・
1983・1993・2001 年の 3月 31 日であるため，4つの調査時点
の間で線形補完を行うことによって『世界農林業センサス』
における調査時点である調査年の 2月 1日と接続させた．ま
た，『農地の移動と転用』に記載されているのは当該年の 1月
から 12 月までの転用実績であることから，同様に前年の統計
との加重平柊を取ることによって『世界農林業センサス』の
調査時点と接続させた．
(註 9) 本稿における集落機能に関する変数は，生源寺編〔20〕
の議論でも採用されている代表的なものであるが，統計の区
切りを変えた場合でも分析結果に変化は見られなかった．例
えば，『世界農林業センサス』からは「DIDまでの所要時間」
として「30 分未満/30 分～1時間/1 時間～1時間半/1 時間半
以上」の集落数が連続したデータとして得られる．本稿では
「DIDまでの所要時間が 30 分以内の集落の割合」を説明変数
としたが，その他の区分，例えばDIDまでの所要時間が 1時
間以内の集落の割合を利用した計量分析においても分析結果
に大きな変化はなかった．また，「農業集落の寄り合いの開催
回数別農業集落数」については，寄り合いの回数が「1～2
回/3～4 回/5～6 回/7～9 回/10～12 回/13 回以上」の集落数
がわかる．本稿では，年に 3回以上の寄り合いを行っている
集落では最低限の集落機能が維持しているとみなしたが，そ
の他の回数，例えば年に 10 回以上の寄り合いを行っている集
落の比率を説明変数とした計量分析を行っても分析結果に大
きな変化はなかった．以上のことから，本稿の計量分析の結
果は集落機能に関する変数の定義が変わった場合にも頑健で
あると言える．
(註 10) 1991 年以降の『米及び麦類の生産費』では，減価償却
費と労働の能力換算を中心とした評価方法の変更が行われて
いる．このため，項目ごとの対応を調べ，1991 年の新旧両方
式の評価結果から転換倍率を計算した上で，1990 年以前の生
産費を新基準のものに評価替えした．
(註 11) ├3 ha 以上層」のデータが取れなかったのは以下の農
区であり，括弧内の規模階層を大規模農家のデータとして用
いている．2000 年：四国（1.5～2.0 ha）1990 年：中国（2.0～
3.0 ha），四国（1.0～1.5 ha）1980 年：東海・近畿・九州
（2.0～3.0 ha），中国・四国（1.5～2.0 ha）．データの欠落は
調査対象のサンプル数が不足していることによるものであり，
各農区の農業構造をある程度反映したものと考えられるため，
地域ごとのユニットコスト比率の値として不適切ではないと
考えられる．ただし，実際には各農区内においてユニットコ
スト比率は一定とは限らないため，各農区に同一のユニット
コスト比率を用いることは説明変数に計測上の誤差を生じさ
せている可能性がある．
(註 12) 分析に含まれる 42 の県に含まれる田の耕地面積には
差があるため，通常の固定効果推計に加えて分析期間の三時
点における耕地面積の平柊値をウェイトとした固定効果推計
を行ったが，推計結果の符号や有意性に大きな違いは見られ
なかった．また，農地の特徴に関する「農振農用地の割合」
「基盤整備済み農地の割合」「田面積に対する転用面積の割合」
には相互に相関関係があるため，多重共線性の影響を調べる
ために変数のいずれかを削除した上で第 2表と同様の推計を
行ったが，推計された係数の値や有意水準には大きな変化は
見られなかった．

[付記] 本稿は特別研究員奨励費（課題番号 20┡6536 および

22┡260）の助成を受けたものである．
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